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は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
本
居
宣
長
著
『
古
事
記
伝
』
に
お
け
る
須
佐
之
男
命

の
御
業
に
対
す
る
註
釈
を
通
し
て
、
宣
長
の
祓
思
想
の
一
端
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

宣
長
は
、
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
に
、『
延
喜
式
』
巻
八
「
六
月
晦

大
祓
」
に
註
釈
を
加
え
た
『
大
祓
詞
後
釈
』（
以
下
『
後
釈
』
と
省
略
）

を
刊
行
し
た
。
こ
れ
は
、
師
で
あ
る
賀
茂
真
淵
（
元
禄
十
年
〈
一
六
九
七
〉

～
明
和
六
年
〈
一
七
六
九
〉）
の
『
祝
詞
考
』（
寛
政
一
二
年
〈
一
八
〇
〇
〉

清
心
考─本

居
宣
長
の
祓
思
想
と
「
天
照
大
御
神
の
御ミ

メ
グ
ミ

徳
化
」
─

木
村
凪
沙

刊
）
を
受
け
て
著
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
後
釈
』
に
は
、
宣
長
の
祓

思
想
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
後
釈
』
は
、「
六
月
晦
大

祓
」
と
『
古
事
記
』
の
内
容
と
を
対
応
さ
せ
て
註
釈
し
て
お
り
、『
古
事

記
伝
』
に
説
明
を
託
す
箇
所
も
多
い
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
『
古
事
記

伝
』
の
註
釈
か
ら
宣
長
の
祓
思
想
に
迫
っ
て
い
き
た
い
。

　

本
居
宣
長
の
祓
思
想
に
つ
い
て
の
研
究
は
こ
れ
ま
で
多
く
さ
れ
て
き

た
。
そ
の
多
く
は
『
古
事
記
』
に
お
け
る
祓
に
関
わ
る
と
さ
れ
て
き
た
場

面
に
対
す
る
宣
長
の
註
釈
、
と
り
わ
け
古
典
に
忠
実
な
解
釈
か
ら
逸
脱
し

た
よ
う
な
箇
所
を
取
り
上
げ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。そ
の
最
た
る
例
と
し
て
、

『
古
事
記
』
の
神
生
み
で
誕
生
し
た
大
屋
毘
古
神
と
、『
古
事
記
』
の
禊
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で
誕
生
し
た
禍
津
日
神
、『
日
本
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
十
の
禊
で
誕
生

し
た
大
綾
津
日
神
、「
六
月
晦
大
祓
」
に
登
場
す
る
瀬
織
津
比
咩
、『
日
本

書
紀
』
第
八
段
一
書
第
四
の
五
十
猛
神
（
素
戔
嗚
尊
の
御
子
）
を
同
体
と

す
る
宣
長
の
註
釈
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
註
釈
を
痛
烈
に
批
判
し
た
の
が

上
田
賢
治
（「
第
二
章 
歴
史
神
学
試
論 

Ⅲ
禍
津
日
神
考
─
本
居
宣
長
の

神
学
─
」『
神
道
神
学
論
考
』
大
明
堂 

平
成
三
年
：
初
出
『
國
學
院
雑
誌
』

第
八
七
巻 

第
三
・
第
四
号 
昭
和
六
十
一
年
三
月
・
四
月
）
で
あ
る
。
上

田
氏
は
、「
大
禍
津
日
ノ

神
は
、
須
佐
之
男
の
生
み
ま
せ
る
御
子
、
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い
。
最
早
、『
古
事
記
』
の

伝
承
を
す
べ
て
無
に
解
消
せ
し
め
る
発
想
で
あ
る
。
宣
長
が
採
る
わ
け
が

な
い
、
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。」（
一
四
二
頁
）
と
論
難
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
検
討
さ
れ
ず
に
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、東
よ
り
子（『
宣
長
神
学
の
構
造
─
仮
構
さ
れ
た「
神

代
」』
ぺ
り
か
ん
社 

平
成
十
一
年
）
が
、
宣
長
の
祓
思
想
を
主
題
と
し
た

論
を
展
開
さ
れ
た
。東
氏
は
、「
宣
長
神
学
そ
の
も
の
が
、祭
儀
と
く
に「
祓
」

の
思
想
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」（
一
六
二
頁
）
と
述
べ
、

祓
思
想
の
重
要
性
を
説
き
、
な
か
ん
ず
く
、
禍
津
日
神
と
「
吉
善
事
凶
悪

事
つ
ぎ
〳
〵
に
移
り
も
て
ゆ
く
理（
１
）」

に
注
目
し
、
宣
長
が
、
禍
津
日
神
を

「
凶
事
」
を
齎
す
神
と
解
す
る
と
同
時
に
、
祓
う
神
と
も
解
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
祓
に
「
凶
」
か
ら
「
吉
」
へ
の
転
換
点
と
し
て
の
意
味
が
あ
る

と
し
、
こ
の
理
が
祓
の
旨
で
あ
る
と
論
じ
た
。
こ
う
し
た
氏
の
説
は
宣
長

の
祓
思
想
に
切
り
込
ん
だ
点
に
お
い
て
卓
見
で
あ
る
。
た
だ
し
、
管
見
で

は
、
宣
長
の
祓
に
関
す
る
言
説
を
十
把
一
絡
げ
に
こ
の
理
で
解
釈
し
よ
う

と
す
る
き
ら
い
が
あ
る
と
も
評
せ
る
。
こ
の
東
氏
の
影
響
は
大
き
く
、
そ

の
後
も
こ
の
理
を
用
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た（
２
）。

　

ま
た
、
近
年
で
は
、「
大
穴
牟
遅
神
の
黄
泉
国
訪
問
」
と
「
六
月
晦
大
祓
」

と
を
結
び
つ
け
た
宣
長
の
註
釈（
３
）が

注
目
さ
れ
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
点
は
中
世
以
来
の
註
釈
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
解
釈
と
し
て
重
要
で
あ

る
が
、
そ
の
註
釈
の
背
景
に
あ
る
宣
長
の
祓
思
想
に
つ
い
て
は
未
だ
検
討

の
余
地
が
あ
る
と
い
え
よ
う（
４
）。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
か
ら
窺
え
る
こ
と
は
、
上
田
氏
が
「
宣
長
が
採

る
わ
け
が
な
い
」
と
述
べ
た
よ
う
な
古
典
に
忠
実
な
註
釈
を
施
し
た
人
物

と
い
う
宣
長
像
と
、
東
氏
を
筆
頭
と
し
て
そ
の
宣
長
像
を
言
説
に
即
し
て

更
新
し
よ
う
と
す
る
流
れ
の
存
在
で
あ
る
。
故
に
、
自
ず
と
『
古
事
記
』

に
忠
実
な
古
典
理
解
か
ら
逸
脱
し
た
宣
長
の
註
釈
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、

そ
の
言
説
自
体
の
発
掘
に
重
点
が
置
か
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
は
、
こ
う
し
た
研
究
動
向
に
示
唆
を
受
け
つ
つ
、
宣
長
の
祓
に
ま

つ
わ
る
種
々
の
言
説
に
込
め
ら
れ
た
思
想
を
探
る
こ
と
で
、
宣
長
が
神
事

と
し
て
の
祓
に
如
何
な
る
意
義
を
見
出
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
い
。
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こ
の
点
を
検
討
す
る
う
え
で
鍵
と
な
る
の
が
、
祓
に
つ
い
て
の
中
世
以

来
の
註
釈
に
対
す
る
宣
長
の
批
判
的
言
説
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
凡

て
禊
祓
は
、
身
の
汚ケ
ガ
レ垢
を
清
む
る
わ
ざ
に
こ
そ
あ
れ
」（『
本
居
宣
長
全
集
』

筑
摩
書
房
第
九
巻
二
七
四
頁
、
以
下
、
引
用
は
括
弧
内
に
巻
数 

頁
数
で

表
記
す
る
。）
や
、「
心
を
祓
ひ
清
む
と
云
は
、
外
国
の
意
に
し
て
、
御
国

の
古
さ
ら
に
さ
る
こ
と
な
し
」（
九 
二
七
四
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

言
説
は
従
前
の
研
究
に
お
い
て
様
々
に
批
判
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
今

泉
定
助
（『
今
泉
定
助
先
生
研
究
集 

第
三
巻
』
日
本
大
学
今
泉
研
究
所 

昭
和
四
十
五
年
：
初
出
「
大
祓
講
義
」『
神
典
』
大
倉
精
神
文
化
研
究
所 

昭
和
十
三
年
六
月
）
は
、「
宣
長
翁
は
古
事
記
伝
に
、
祓
と
云
ふ
も
の
は

心
に
は
関
係
の
な
い
事
で
あ
り
、
肉
体
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
云
つ
て
居

り
ま
す
。」
と
述
べ
、
こ
の
認
識
を
「
心
肉
不
二
で
あ
る
の
に
、
精
神
と

肉
体
と
は
別
々
の
も
の
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
た
所
に
間
違
ひ
が
あ
る
の
で

あ
り
ま
す
。」（
五
〇
二-

三
頁
）
と
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
氏
（
前
掲
）

は
、
宣
長
が
「
道
徳
主
義
的
善
悪
観
」（
一
六
七
頁
）
を
祓
か
ら
捨
象
さ

せ
て
お
り
、
祭
祀
に
お
い
て
「
人
間
の
心
の
問
題
、
す
な
わ
ち
内
面
的
主

体
性
の
問
題
が
ほ
と
ん
ど
問
わ
れ
な
い
」（
一
九
一
頁
）
と
批
判
し
た
。

す
な
わ
ち
、
先
行
研
究
で
は
、
宣
長
は
、
祓
に
お
い
て
身
体
の
清
浄
を
重

視
し
、
心
の
在
り
様
を
軽
視
し
て
い
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
と
い
え

る（
５
）。
し
か
し
な
が
ら
、
宣
長
の
祓
に
ま
つ
わ
る
言
説
、
と
り
わ
け
、
須
佐

之
男
命
の
御
業
に
対
す
る
理
解
を
具
に
追
っ
て
い
く
と
、
先
行
研
究
で
批

判
さ
れ
て
き
た
宣
長
の
祓
観
、
す
な
わ
ち
心
の
在
り
様
を
軽
視
す
る
も
の

と
し
て
の
宣
長
の
祓
観
は
、
再
考
の
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な

ら
、
宣
長
の
須
佐
之
男
命
の
御
業
に
対
す
る
註
釈
に
は
、
心
の
在
り
様
へ

の
言
及
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
古
事
記
伝
』
に
お
け
る
須

佐
之
男
命
に
対
す
る
註
釈
か
ら
、
ま
ず
、
穢
の
存
在
が
天
照
大
御
神
に
対

す
る
「
不
忠
る
」
心
で
あ
る
「
悪
心
」
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
理
解
が
宣

長
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、
穢
の
消
失
と
「
悪
心
」
に

対
比
さ
れ
る
「
清
心
」
の
表
明
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
宣
長
の
理
解
を

検
討
し
、
祓
と
心
の
在
り
様
と
が
無
関
係
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
、
穢
の
消
失
と
「
清
心
」
の
表
明
と
の

順
序
に
つ
い
て
一
見
矛
盾
と
も
取
れ
る
宣
長
の
二
つ
の
註
釈
を
取
り
上

げ
、
こ
れ
を
「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ

と
で
、
須
佐
之
男
命
の
霊
剣
献
上
に
対
す
る
宣
長
の
理
解
を
明
ら
か
に
す

る
。
以
上
の
検
討
を
通
じ
て
、
宣
長
に
お
い
て
、
祓
と
は
、
単
に
穢
を
消

失
さ
せ
る
為
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、「
神
の
道
」
の
中
核
的
存
在
で
あ

る
天
皇
に
対
す
る
「
清
心
」
を
陰
ら
せ
な
い
上
で
、
欠
か
す
こ
と
の
出
来

な
い
重
要
な
神
事
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
い
。
こ
の
検
討
に
よ
り
、
中
世
以
来
の
註
釈
を
批
判
す
る
宣
長

の
言
説
の
背
景
を
よ
り
一
層
明
ら
か
に
で
き
、
宣
長
研
究
ひ
い
て
は
祓
思
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想
史
に
寄
与
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
穢
と
「
悪
心
」
と
の
関
係
性

　

ま
ず
、
始
め
に
前
提
と
な
る
宣
長
の
祓
観
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
宣

長
は
、『
古
事
記
伝
』
六
之
巻
で
伊
邪
那
岐
命
（
神
名
の
表
記
は
『
古
事

記
伝
』に
よ
る
。）の
禊
の
段
の
註
釈
に
お
い
て「
世
中
に
所ア
ラ
ユ
ル有

凶ア
シ
キ
コ
ト

悪
事
は
、

み
な
黄
泉
の
汚
穢
よ
り
起
る
も
の
な
り
」（
九 

二
七
六
）
と
述
べ
、
世
の

中
の
災
禍
は
黄
泉
の
穢
に
よ
っ
て
起
る
と
し
た
。そ
の
黄
泉
の
穢
よ
り「
諸

の
禍マ

ガ害
を
な
し
た
ま
ふ
」
神
で
あ
る
禍
津
日
神
が
出
生
し
、
そ
の
「
諸
の

凶マ

ガ悪
を
吉ヨ

キ善
に
直
し
た
ま
ふ
」
神
と
し
て
直
毘
神
が
出
生
す
る
。
宣
長
は

「
所ア
ラ
ユ
ル有
吉ヨ

キ善
事
は
、
皆
此
御
禊
よ
り
起
る
も
の
な
り
」（
同
前
）
と
し
、

禊
祓（
６
）は

災
禍
を
齎
す
黄
泉
の
穢
を
清
め
、
世
の
中
に
吉
善
事
を
起
こ
す
も

の
と
解
し
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
祓
と
心
と
の
関
係
性
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
穢
と
心
と
の
関
係

性
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
、『
古
事
記
』

に
見
え
る
須
佐
之
男
命
の
勝
さ
び
と
大
宜
都
比
売
神
殺
し
に
対
し
て
用
い

ら
れ
た
「
悪
キ
タ
ナ
キ
コ
コ
ロ
心
」
と
「
悪ア
シ
キ
ミ
コ
コ
ロ

御
心
」
と
の
語
が
如
何
な
る
意
味
を
持
つ
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。宣
長
は
、伊
邪
那
岐
命
の
禊
の
段
に
お
い
て「
書

紀
に
黒
心
濁
心
悪
心
な
ど
書
る
を
、
何
も
キ
タ
ナ
キ
コ
ヽ
ロ
と
訓
、
続
紀

宣
命
に
岐キ

多タ

奈ナ

久ク

悪ア
シ
キ

奴ヤ
ツ
コ、
又
穢キ
タ
ナ
キ
ヤ
ツ
コ
奴
な
ど
見
え
」（
九 

二
七
六
）
と
述

べ
「
黒
心
」、「
濁
心
」、「
悪
心
」
は
全
て
「
キ
タ
ナ
キ
コ
ヽ
ロ
」
と
読
む

と
す
る
。
そ
の
上
で
、『
古
事
記
伝
』
二
十
三
之
巻
水
垣
宮
巻
（
崇
神
天
皇
）

に
お
い
て
は
、

邪
心
は
、伎
多
那
伎
心
と
訓
べ
し
、（
略
）凡
て
朝ミ
カ
ド廷

に
忠
な
る
心
を
、

清キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
心
と
も
、
明
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
心
と
も
い
ひ
、
不マ
メ
ナ
ラ
ザ忠る
を
、
穢
キ
タ
ナ
キ
コ
コ
ロ
心
と
云
、
其
人
を

穢
奴
と
云
な
り
（
十
一 

五
〇
）

と
「
邪
心
」
は
朝
廷
に
「
不
忠
る
」
心
で
あ
り
、「
清
心
」
は
「
忠
な
る
心
」

で
あ
る
と
す
る（
７
）。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
宣
長
の
理
解
と
し
て
、
宣

長
は
天
照
大
御
神
を
「
天
地
の
限
の
大
君
主
に
坐
々
て
、
世
に
無カ
ミ
ナ
ク
タ
フ
ト

上
至
尊

き
は
、
此
大
御
神
に
な
む
ま
し
〳
〵
け
る
」（
九 

二
九
一
）
と
評
す
と
共

に
、「
君キ

ミ主
は
、
た
ゞ
此
天
照
大
御
神
ぞ
初ハ
ジ
メに

は
坐
ま
し
け
る
」（
同
前
）

と
す
る
見
解
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
「
初
」
の
「
君

主
」
た
る
天
照
大
御
神
か
ら
地
上
の
統
治
を
事
依
さ
れ
た
皇
御
孫
命
の
系

譜
に
連
な
り
、
そ
の
使
命
を
担
う
「
君
主
」
と
し
て
朝
廷
を
率
い
る
の
は

天
皇
で
あ
る（
８
）。

従
っ
て
、
須
佐
之
男
命
に
用
い
ら
れ
た
「
悪
心
」
と
「
悪

御
心
」
と
の
語
が
意
味
す
る
も
の
は
、「
初
」
の
「
君
主
」
た
る
天
照
大

御
神
へ
の
「
忠
な
る
心
」
で
あ
る
「
清
心
」
と
対
比
さ
れ
る
「
不
忠
る
」

心
で
あ
る
と
解
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

で
は
、
こ
の
「
不
忠
る
」
心
で
あ
る
「
悪
心
」
と
穢
と
は
、
如
何
な
る
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関
係
性
を
有
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
勝
さ
び
の
場
面
に
対
す
る
宣

長
の
註
釈
か
ら
検
討
す
る
。

　

宣
長
は
、
天
照
大
御
神
と
の
誓
約
で
「
清
心
」
を
証
明
し
た
須
佐
之
男

命
の
勝
さ
び
に
つ
い
て
以
下
の
様
に
述
べ
る
。（
以
下
、
重
要
な
箇
所
に

傍
線
を
引
き
、
頭
に
（
イ
）
～
（
ハ
）
の
記
号
を
付
す
。）

此
段
に
論
べ
き
こ
と
あ
り
、
須
佐
之
男
命
既
に
御
誓
に
依
て
、
御
心

の
清ア
カ
キ明
こ
と
顕
れ
、
我
勝
と
詔
ひ
、
天
照
大
御
神
も
許ウ
ベ
ナ
ヒ諾
た
ま
へ
れ

ば
、（
イ
）
此
時
既
に
御
心
の
清
明
こ
と
疑
な
し
、
然
る
に
忽
又
か

く
の
如
く
、
天
照
大
御
神
の
御
為
に
種
々
の
悪
事
を
為
給
は
如
何
ぞ

や
、
此
趣
書
紀
の
伝
ど
も
も
皆
同
こ
と
な
る
に
、
古
来
註
者
心
を
着

ざ
る
に
や
、
如
何
と
も
論
な
き
は
麁
オ
ロ
ソ
カな

り
け
り
、
余
は
甚
心
得
ぬ
こ

と
に
こ
そ
思
へ
、（
ロ
）
故
按
に
、
書
紀
の
中
の
一
伝
に
、
右
の
種
々

の
悪
事
始
に
有
て
、
さ
て
石
屋
の
事
よ
り
、
此
神
に
解
除
を
科オ

フ
セて

逐

し
事
あ
り
て
、
後
に
天
照
大
御
神
に
相

ア
イ
ミ
マ
エ見

給
む
と
し
て
、
高
天
原
に

上
り
給
て
、
か
の
御
誓
約
の
事
あ
り
、
此
次
第
こ
そ
ま
こ
と
に
然
る

べ
く
思
は
る
れ
、
此
に
依
て
思
ふ
に
、
此
記
及
書
紀
余
伝
は
、
事
の

次
第
の
前
と
後
と
乱マ
ガ
ヒつ
る
物
か
、
其
由
は
、
初
に
伊
邪
那
岐
大
御
神

に
逐
は
れ
給
と
、
解
除
の
後
に
諸
神
に
逐
は
れ
給
と
、
事コ
ト
ノ
サ
マ状の

似
た

る
故
に
、
後ノ
チ
ノ
タ
ビ度の

次
に
有
し
事
を
、
誤
て
初
ハ
ジ
メ
ノ
タ
ビ

度
の
次
に
云
伝
へ
し
な

る
べ
し
、（
ハ
）
此
は
彼
書
紀
一
書
に
就
て
云
な
り
、
又
此
記
の
趣

を
立
て
い
は
ば
、
御
誓
の
時
は
実
に
御
心
清ア

カ明
か
り
し
か
ど
も
、
誓

に
勝
給
へ
る
御
心
お
ご
り
に
依
て
、
又
し
も
本モ

ト性
の
悪

キ
タ
ナ
キ
コ
コ
ロ

心
は
起
し

に
や
、【
此
記
に
は
、
於
二

勝
佐
備
一

と
云
言
あ
れ
ば
、
如
此
も
云
つ

べ
し
、
書
紀
に
は
さ
る
言
も
な
く
て
、
是
後
素
戔
嗚
尊
之
所
行
也
甚

無
状
と
書
出
せ
る
、
あ
ま
り
ゆ
く
り
な
く
俄
に
聞
ゆ
、
清
ア
カ
キ
コ
コ
ロ心
何
故

に
忽
か
は
り
て
如
是
る
に
か
、】（
九 

三
四
七-

八
）

　

傍
線
部
の
内
容
を
一
つ
ず
つ
確
認
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
、（
イ
）
で
は
、

『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、
須
佐
之
男
命
が
誓
約
で
「
清

心
」
を
証
明
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
後
に
乱
行
を
働
く
こ
と
へ
の
疑

問
を
呈
す
。
そ
の
た
め
、（
ロ
）
で
は
、『
日
本
書
紀
』
第
七
段
一
書
第
三

に
の
み
見
え
る
展
開
、
す
な
わ
ち
素
戔
嗚
尊
の
乱
行
→
天
石
窟
→
祓
→
誓

約
と
い
う
、
祓
の
後
に
誓
約
に
て
素
戔
嗚
尊
の
「
清
心
」
が
証
明
さ
れ
た

展
開
を
以
て
「
此
次
第
こ
そ
ま
こ
と
に
然
る
べ
く
思
は
る
れ
」
と
評
価
す

る（
９
）。

一
方
、（
ハ
）
で
は
、
こ
の
『
日
本
書
紀
』
第
七
段
一
書
第
三
の
展

開
を
正
し
い
と
は
断
言
せ
ず
、「
此
記
の
趣
を
立
て
い
は
ば
、
御
誓
の
時

は
実
に
御
心
清
明
か
り
し
か
ど
も
、誓
に
勝
給
へ
る
御
心
お
ご
り
に
依
て
、

又
し
も
本
性
の
悪
心
は
起
し
に
や
」
と
『
古
事
記
』
に
も
言
及
し
、
誓
約

の
際
は
本
当
に
心
が
清
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
御
心
に
驕
り
が
生
ま
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
も
と
の
「
悪
心
」
が
起
き
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
の
考
え
を
提
示
す
る
。
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何
故
、
宣
長
は
『
日
本
書
紀
』
第
七
段
一
書
第
三
を
正
し
い
と
断
言
せ

ず
『
古
事
記
』
の
展
開
に
も
言
及
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
さ

れ
る
の
は
（
ハ
）
に
見
え
る
須
佐
之
男
命
の
出
生
に
対
す
る
宣
長
の
理
解

と
し
て
の
「
本
性
の
悪
心
」
と
の
言
が
、
穢
の
有
無
と
関
わ
ら
せ
る
形
で

論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

宣
長
の
須
佐
之
男
命
の
出
生
に
対
す
る
理
解
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。

宣
長
は
伊
邪
那
岐
命
の
禊
の
段
の
註
釈
に
お
い
て
、
伊
邪
那
岐
命
が
自
ら

の
目
と
鼻
を
す
す
ぎ
、
目
か
ら
は
天
照
大
御
神
・
月
読
神
、
鼻
か
ら
は
須

佐
之
男
命
が
誕
生
し
た
こ
と
に
対
し
て
「
御
目
は
、
黄
泉
の
物
を
見
坐
る

穢
あ
る
べ
く
、
御
鼻
は
、
嗅
坐
る
穢
あ
る
べ
し
」（
九 

二
八
五
）
と
、
目

と
鼻
に
黄
泉
の
穢
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
を
要
因
と
し
た
。
そ
の
な
か
で

も
、
目
は
穢
が
浅
い
た
め
、
天
照
大
御
神
と
月
読
神
は
善
神
で
あ
る
が
、

「
鼻
に
嗅カ
グ

悪ク

臭サ
キ
ケ気

は
、
深
く
て
其
な
ご
り
亡
が
た
き
故
に
、
須
佐
之
男
命

は
悪
ア
シ
キ

神
な
り
」（
九 

二
八
六
）
と
、
鼻
の
穢
は
深
く
残
っ
た
た
め
に
須
佐

之
男
命
は
悪
神
で
あ
る
と
す
る
。
三
節
で
検
討
す
る
が
、
宣
長
は
『
古
事

記
伝
』
十
三
之
巻
に
お
い
て
、
天
孫
降
臨
以
前
の
葦
原
中
国
に
荒
振
神
が

多
く
発
生
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、「
須
佐
之
男
命
の
黄
泉
の
汙ケ
ガ
レ穢
の
な

ご
り
あ
り
て
」（
十 

四
七
）
と
述
べ
、
須
佐
之
男
命
に
は
黄
泉
の
穢
の
名

残
が
あ
る
た
め
に
、荒
振
神
が
発
生
し
て
い
る
と
解
す
。こ
の
言
説
か
ら
、

宣
長
は
須
佐
之
男
命
を
生
れ
な
が
ら
に
し
て
穢
を
有
し
た
神
で
あ
る
と
理

解
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

た
だ
し
、『
日
本
書
紀
』
第
七
段
一
書
第
三
の
誓
約
で
は
、
直
前
の
祓

に
よ
っ
て
素
戔
嗚
尊
の
穢
は
消
失
し
て
い
る
。
故
に
、
宣
長
は
誓
約
に
お

い
て
「
清
心
」
を
証
明
し
て
、
そ
れ
以
降
「
悪
心
」
を
起
こ
さ
な
い
と
い

う
展
開
に
対
し
「
然
る
べ
く
思
は
る
れ
」
と
評
価
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て

『
古
事
記
』
で
は
、
誓
約
の
後
に
祓
が
あ
る
た
め
、
誓
約
の
と
き
は
未
だ

穢
が
残
存
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
従
っ
て
、
宣
長
は
、
須
佐
之
男
命
が

一
旦
は
誓
約
で
「
清
心
」
を
証
明
し
た
も
の
の
未
だ
穢
が
残
存
し
て
い
る

が
故
に
「
本
性
の
悪
心
」
が
起
き
て
し
ま
い
、
勝
さ
び
を
為
し
た
と
解
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
宣
長
は
、
穢
と
「
悪

心
」
と
を
結
び
つ
け
て
理
解
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
宣
長
の

理
解
か
ら
す
れ
ば
、『
古
事
記
』の
誓
約
→
勝
さ
び
→
祓
と
い
う
展
開
と『
日

本
書
紀
』
第
七
段
一
書
第
三
の
乱
行
→
天
石
窟
→
祓
→
誓
約
と
い
う
展
開

と
は
、
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
矛
盾
な
く
解
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た

理
解
を
背
景
と
し
て
、
宣
長
は
『
日
本
書
紀
』
第
七
段
一
書
第
三
を
正
し

い
と
断
言
せ
ず
、『
古
事
記
』
の
展
開
に
も
言
及
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
う
し
た
天
照
大
御
神
へ
の
「
不
忠
る
」
心
と
し
て
の
「
悪
心
」
に
つ

い
て
の
宣
長
の
理
解
は
、
須
佐
之
男
命
の
大
宜
都
比
売
神
殺
し
の
場
面
に

見
え
る
「
悪
御
心
」
と
の
語
に
対
す
る
註
釈
に
も
窺
え
る
。

　

宣
長
は
『
古
事
記
伝
』
九
之
巻
に
お
い
て
、
須
佐
之
男
命
が
大
宜
都
比
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売
神
を
殺
し
た
こ
と
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

殺
は
、
既
に
解ハ

ラ
ヒ除

し
給
ひ
し
か
ど
も
、
な
ほ
悪ア
シ
キ
ミ
コ
コ
ロ

御
心
の
、
清
ま
り
は

て
ぬ
な
る
べ
し
（
九 

三
八
九
）

　

す
な
わ
ち
、
須
佐
之
男
命
は
祓
わ
れ
た
後
も
な
お
、
未
だ
「
悪
御
心
」

が
清
ま
り
切
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
大
宜
都
比
売
神
を
殺
し
て
し

ま
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、『
古
事
記
』
本
文
に
は
、
須
佐
之
男
命
と
天

照
大
御
神
と
の
や
り
と
り
は
な
く
、
こ
の
殺
害
が
天
照
大
御
神
に
対
す
る

「
不
忠
る
」
行
為
で
あ
る
こ
と
を
示
す
証
は
な
い
。
で
は
、
何
故
宣
長
は

こ
の
行
為
を
「
悪
御
心
」
に
よ
る
も
の
と
解
し
た
の
か
。
こ
の
点
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
注
目
し
た
い
の
が
、
宣
長
が
引
用
し
た
『
日
本
書
紀
』

第
五
段
一
書
第
十
一
の
展
開
で
あ
る
。
宣
長
は
、
こ
の
『
日
本
書
紀
』
第

五
段
一
書
第
十
一
の
展
開
に
つ
い
て
、「
其
様
大
氐
此
（『
古
事
記
』：
筆

者
註
）
と
同
じ
」（
九 

三
八
八
）
で
あ
る
と
し
、『
古
事
記
』
大
宜
都
比

売
神
と
『
日
本
書
紀
』
保
食
神
と
を
「
一
神
」（
同
前
）
と
解
す
。
そ
の

上
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

此
事
に
よ
り
て
今
つ
ら
〳
〵
思
ふ
に
、
も
と
月
夜
見
命マ
マ

と
須
佐
之
男

命
と
は
、
一
神
か
と
思
は
る
ゝ
こ
と
多
し
、
ま
づ
月
夜
見
の
夜
見
は

黄
泉
に
て
、
須
佐
之
男
命
の
就
帰
た
ま
へ
る
国
名
な
り
、
根
国
は
即

黄
泉
の
こ
と
な
る
由
は
、既
に
上
に
云
る
が
如
し
、昼
夜
を
以
云
ば
、

昼
は
此
世
、
夜
は
黄
泉
な
れ
ば
、
夜
食
国
も
由
あ
り
、
又
此
記
に
、

須
佐
之
男
命
に
、
海
原
を
治
せ
と
事
依
し
た
ま
へ
る
と
、
書
紀
一
書

に
、
月
夜
見
命
に
、
滄
海
原
潮
之
八
百
重
を
治
せ
と
あ
る
と
を
、
思

ひ
合
す
べ
し
、
又
こ
ゝ
の
須
佐
之
男
命
の
、
大
宜
都
比
売
神
を
殺
し

給
へ
る
を
、
書
紀
に
は
月
夜
見
命
と
し
て
、
天
照
大
神
怒
甚
之
、

曰
二

汝
是
悪
神
、不
一
レ

須
二

相
見
一

、乃
一
日
一
夜
隔
離
而
往
と
あ
る
も
、

須
佐
之
男
命
め
き
て
聞
ゆ
る
を
や
、
然
れ
ど
も
諸
の
古
書
に
、
此
を

一
神
と
し
た
る
伝
へ
は
な
く
し
て
、
み
な
別
神
と
し
た
る
は
、
全
一

神
の
如
く
に
し
て
、
な
ほ
別
神
に
坐
、
深
き
所
以
あ
る
こ
と
な
る
べ

し
、
今
た
や
す
く
云
べ
き
に
あ
ら
ず
（
同
前
）

　

こ
こ
で
、
宣
長
は
、
須
佐
之
男
命
と
『
日
本
書
紀
』
第
五
段
一
書
第

十
一
に
お
い
て
保
食
神
を
殺
し
た
月
夜
見
尊（

（1
（

と
を
「
全
一
神
の
如
く
に
し

て
、
な
ほ
別
神
に
坐
、
深
き
所
以
あ
る
」
と
の
理
解
か
ら
、『
古
事
記
』

を
理
解
す
る
た
め
の
助
け
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
を
参
照
す
る
。
以
下
、

該
当
箇
所
に
お
け
る
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
十
一

の
展
開
を
確
認
し
よ
う
。

　
『
古
事
記
』
で
は
、
祓
→
須
佐
之
男
命
が
食
べ
物
を
請
う
→
大
宜
都
比

売
神
が
鼻
、
口
、
尻
よ
り
食
物
を
出
す
→
須
佐
之
男
命
が
大
宜
都
比
売
神

を
殺
害
す
る
、
と
い
う
展
開
で
あ
る
。
一
方
で
、『
日
本
書
紀
』
第
五
段

一
書
第
十
一
で
は
、
天
照
大
神
が
勅
を
下
す
→
月
夜
見
尊
が
保
食
神
と
対

面
す
る
→
保
食
神
が
口
か
ら
食
物
を
出
す
→
月
夜
見
尊
が
保
食
神
を
殺
害
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す
る
→
天
照
大
神
の
怒
り
→
昼
夜
の
分
離
、
と
い
う
展
開
で
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
十
一
の
展
開
で
注
目
し
た
い
の
は
、
月

夜
見
尊
と
保
食
神
と
の
対
面
が
天
照
大
神
の
勅
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
月
夜
見
尊
は
保
食
神
を
勝
手
に
殺
害

し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、天
照
大
神
の
怒
り
に
ふ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
月
夜
見
尊
の
保
食
神
殺
害
は
、
天
照
大
神
の
意
に
反
し
た
行
為
で
あ

る
と
い
え
る
。
故
に
宣
長
は
、
こ
の
行
い
を
月
夜
見
尊
の
「
悪
心
」
に
よ

る
殺
害
だ
と
捉
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

宣
長
は
、
こ
の
「
全
一
神
の
如
く
に
し
て
、
な
ほ
別
神
に
坐
、
深
き
所

以
」
を
見
出
す
こ
と
に
よ
り
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
須
佐
之
男
命
が
大

宜
都
比
売
神
を
殺
す
と
い
う
行
為
も
、
天
照
大
御
神
の
意
に
沿
っ
た
行
為

で
は
な
い
と
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
須
佐
之
男
命

は
祓
わ
れ
た
後
も
な
お
、
未
だ
「
悪
御
心
」
が
清
ま
り
切
っ
て
い
な
か
っ

た
た
め
に
、大
宜
都
比
売
神
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
解
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

さ
て
、
宣
長
は
、
須
佐
之
男
命
の
穢
は
、
祓
を
科
し
た
だ
け
で
は
消
失

せ
ず
、「
大
蛇
を
斬
て
、
無
ウ
ヘ
ナ
キ
ア
ヤ
シ
キ
タ
チ

上
霊
剣
を
得
て
献
り
給
へ
る
、
此
功
た
ぐ
ひ

な
き
に
因
て
、（
略
）
以
往
の
穢
は
、
皆
尽
は
て
た
る
」（
九 

四
〇
八
）
と
、

大
蛇
を
退
治
し
た
後
、
霊
剣
を
天
照
大
御
神
へ
献
上
す
る
こ
と
で
完
全
に

消
失
し
た
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
場
面
も
先
に
見
た
勝
さ
び
同
様
、

須
佐
之
男
命
は
未
だ
穢
を
有
し
た
状
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宣
長
は
、
穢

を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
天
照
大
御
神
に
対
す
る
「
不
忠
る
」
心
で
あ
る

「
悪
心
」
を
引
き
起
こ
す
と
考
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
、
穢
と
「
悪
心
」
と
の
関
係
を
検
討
し
て
き
た
。
宣
長
の
『
日
本

書
紀
』
第
七
段
一
書
第
三
と
『
古
事
記
』
と
の
誓
約
と
祓
の
順
序
に
関
す

る
言
説
の
背
景
に
は
、
穢
の
有
無
と
心
の
在
り
様
へ
の
意
識
が
あ
っ
た
。

ま
ず
、『
日
本
書
紀
』
第
七
段
一
書
第
三
で
は
、
祓
に
よ
る
穢
の
消
失
に

伴
い
「
悪
心
」
も
失
せ
た
た
め
、
誓
約
で
「
清
心
」
を
証
明
し
た
こ
の
展

開
を
「
然
る
べ
く
思
は
る
れ
」
と
評
価
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
古

事
記
』
で
は
、
一
旦
は
誓
約
で
「
清
心
」
を
証
明
し
た
も
の
の
、
祓
を
受

け
る
前
で
あ
っ
た
た
め
、
穢
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
悪
心
」

が
再
度
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
須
佐
之
男
命
の
大
宜
都
比

売
神
殺
し
の
場
面
で
、
宣
長
は
『
日
本
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
十
一
の
月

夜
見
尊
が
天
照
大
神
の
勅
に
よ
っ
て
保
食
神
と
対
面
し
て
い
た
と
す
る
展

開
か
ら
、
須
佐
之
男
命
と
月
夜
見
尊
と
が
「
全
一
神
の
如
く
に
し
て
、
な

ほ
別
神
に
坐
、
深
き
所
以
」
を
見
出
す
こ
と
に
よ
り
、『
古
事
記
』
に
お

け
る
大
宜
都
比
売
神
の
殺
害
が
天
照
大
御
神
の
意
に
反
す
る
こ
と
と
解
し

て
「
悪
御
心
」
と
の
語
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
宣

長
は
、
穢
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
悪
心
」
が
生
じ
て
し
ま
う
と
理
解

し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
心
の
在
り
様
と
穢
と
を
結
び
つ
け
る
姿
勢
は
、
中
世
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以
来
の
祓
観
と
如
何
な
る
違
い
が
あ
る
の
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る

上
で
、
検
討
す
べ
き
は
、
穢
の
消
失
と
「
清
心
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
次

節
で
は
、
こ
の
点
に
注
目
し
、
須
佐
之
男
命
の
心
境
を
表
出
し
た
「
我
御

心
須
賀
須
賀
斯
」
と
の
語
に
対
す
る
宣
長
の
註
釈
を
検
討
し
た
い
。

二
、
穢
の
消
失
と
「
清
心
」
の
表
明

　

前
節
で
は
、
宣
長
が
穢
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
悪
心
」
が
生
じ
て

し
ま
う
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
理
解
は
、
裏
を

返
せ
ば
、
穢
を
消
失
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
悪
心
」
が
生
じ
な
い
状

態
を
招
来
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
先
述
の
如
く
、

「
悪
心
」
に
対
比
さ
せ
る
心
は
「
清
心
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
穢

の
消
失
と
「
清
心
」
と
の
関
係
が
検
討
課
題
と
し
て
浮
上
す
る
。
従
っ
て
、

本
節
で
は
、
こ
の
点
を
検
討
す
べ
く
、
須
佐
之
男
命
の
穢
が
完
全
に
消
失

し
た
場
面
に
対
す
る
宣
長
の
註
釈
を
検
討
す
る
。

　

祓
を
受
け
た
後
も
穢
の
残
存
に
よ
り
、
大
宜
都
比
売
神
を
殺
し
て
し

ま
っ
た
須
佐
之
男
命
で
あ
る
が
、
宣
長
は
『
古
事
記
伝
』
九
之
巻
で
、
大

蛇
を
殺
し
、そ
の
尾
か
ら
出
た
霊
剣
を
天
照
大
御
神
へ
献
上
し
た
こ
と
で
、

須
佐
之
男
命
に
残
存
し
て
い
た
穢
が
完
全
に
消
失
し
た
と
の
理
解
を
示

す
。
こ
の
と
き
に
、
須
佐
之
男
命
は
自
ら
の
心
境
を
表
出
さ
せ
、「
我
御

心
須
賀
須
賀
斯
」
と
述
べ
る
。
こ
の
言
に
対
し
て
宣
長
は
次
の
様
に
註
釈

す
る
。今

此
地
に
来
坐
つ
れ
ば
、
御
心
ち
の
、
洗
ア
ラ
ヒ
ス
ス
キ
濯
た
る
如
く
、
潔
く
所
思

給
ふ
な
り
、今
世
の
言
に
、心
の
清ス
ム

と
云
に
同
じ
、（
中
略
）【
然
れ
ば
、

此
は
た
ゞ
、
此
時
の
自ミ
オ
ボ
ス

所
思
御
こ
ゝ
ち
を
云
る
に
て
、
俗
に
云
心
持

な
り
、
全オ
ホ
カ
タ体

の
御
心
の
善
悪
の
さ
だ
に
は
非
ず
、
然
る
を

穢ア
シ
キ
コ
コ
ロ
ウ
セ

悪
心
性
亡
て
、
清ヨ

キ
浄
善
心
に
変ナ

リ化
た
ま
ふ
意
と
す
る
は
、
く
は
し

か
ら
ぬ
こ
と
な
り
、
凡
て
漢
意
に
溺
れ
た
る
学
者
の
く
せ
と
し
て
、

や
ゝ
も
す
れ
ば
万
の
事
を
、
儒
仏
の
心
法
に
説
な
さ
む
と
す
る
か
ら
、

此
の
御
言
な
ど
を
執
て
、
心
の
祓
除
な
ど
云
な
る
は
、
痛
く
強
言
な

り
、】
抑
々
前
に
既
に
御
身
の
鬚
爪
な
ど
ま
で
を
抜
て
、
祓
た
ま
ひ
し

か
ど
も
、
な
ほ
穢
の
尽ツ
キ
ハ
テ終
ざ
り
し
に
や
、
其
後
し
も
大
宜
都
比
売
神

を
、
ゆ
く
り
な
く
殺
給
ふ
悪ア
シ
キ
ワ
ザ行

あ
り
、
さ
て
後
に
大
蛇
を
斬
て
、

無ウ
ヘ
ナ
キ
ア
ヤ
シ
キ
タ
チ

上
霊
剣
を
得
て
献
り
給
へ
る
、
此
功
た
ぐ
ひ
な
き
に
因
て
【
蛇

を
殺
し
て
、民
の
害
を
除
き
た
ま
ふ
を
以
て
功
と
す
る
は
、あ
た
ら
ず
、

其
ば
か
り
の
事
は
、
此
神
の
御
上
に
と
り
て
は
、
何
ば
か
り
の
功
に

も
あ
ら
じ
を
や
】
以
往
の
穢
は
、
皆
尽
は
て
た
る
故
に
、
今
自オ
ノ
ヅ
カら
御

心
ち
清
々
し
く
為
て
所
思
め
す
な
る
べ
し
、（
九 

四
〇
七-

八
）

　

す
な
わ
ち
、「
我
御
心
須
賀
須
賀
斯
」
と
の
言
は
、「
俗
に
云
心
持
」
で

あ
り
、「
全
体
の
御
心
の
善
悪
の
さ
だ
に
は
非
ず
」
と
し
て
、
祓
に
よ
っ
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て
「
穢
悪
心
性
亡
て
、
清
浄
善
心
に
変
化
」
し
た
と
い
う
理
解
は
詳
し
く

な
い
と
中
世
以
来
の
言
説
を
批
判
す
る
。そ
の
上
で
、須
佐
之
男
命
に
と
っ

て
の
「
功
た
ぐ
ひ
な
き
」
御
業
を
、
大
蛇
を
殺
し
て
「
民
の
害
を
除
き
た

ま
ふ
」
た
こ
と
で
は
な
く
、「
霊
剣
を
得
て
献
」
る
こ
と
に
求
め
、
こ
の

御
業
に
よ
っ
て
、
穢
が
「
皆
尽
は
て
た
る
故
に
」
心
地
が
清
々
し
く
な
っ

た
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
霊
剣
を
献
上
し
た
相
手
が
天
照
大

御
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
献
上
前
の
須
佐
之
男
命
は
、「
抑
々

前
に
既
に
御
身
の
鬚
爪
な
ど
ま
で
を
抜
て
、
祓
た
ま
ひ
し
か
ど
も
、
な
ほ

穢
の
尽
終
ざ
り
し
に
や
、
其
後
し
も
大
宜
都
比
売
神
を
、
ゆ
く
り
な
く
殺

給
ふ
悪
行
あ
り
」
と
、
穢
の
残
存
に
よ
っ
て
、「
悪
行
」
を
行
っ
て
お
り
、

そ
れ
を
以
て
、
宣
長
が
天
照
大
御
神
の
意
に
反
す
る
「
悪
心
」
に
よ
る
と

理
解
し
て
い
た
こ
と
は
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
天
照
大
御
神
に
対
す
る
霊
剣
献
上
は
、
天
照
大
御
神
へ
の
「
不

忠
る
」
心
と
し
て
の
「
悪
心
」
に
対
比
さ
れ
る
「
忠
な
る
心
」
す
な
わ
ち

「
清
心
」
の
表
明
と
考
え
ら
れ
る（

（1
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
宣
長
の
註
釈
は
、
宣
長
以
前
の
註
釈
と
如
何
な

る
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
一
旦
、
中
世
以
来
の
祓
に
関
す
る

言
説
や
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
吾
心
清
清
之
」
の
註
釈
と
比
較
し
、

そ
の
違
い
を
確
認
し
た
い
。
以
下
、
代
表
的
な
も
の
を
列
挙
し
よ
う
。（
傍

線
は
筆
者
）

〇
忌
部
正
道
『
神
代
巻
口
訣
』

（『
神
道
大
系 

古
典
註
釈
編
三 

日
本
書
紀
註
釈
（
中
）』
神
道
大
系
編
纂

会 

昭
和
六
十
年
）

千
座
置
戸
、置
二

秡
具
一

壇-

上
、贖
代
レ

罪
也
、秡
而
為
二

内-

外
清
浄
一

、

心
秡
者
火
、身
秡
者
水
、抜
レ

髪
為
二

火
秡
一

、抜
レ

爪
為
二

水
秡
一

、然-

後
、

諸-

神
逐
追
二

降
素
戔
嗚
尊
一

也
、（
六
七
）

素
戔
嗚
尊
、
悪
極
而
抜
レ

髪
、
抜
二

手
足
爪
一

、
以
贖
之
而
所
レ

逐
降
、

悔
改
而
発
二

善
心
一

、（
中
略
）
変
二

無
明
一

則
智
、
亡
二

大
虵
一

而
出
二

神

剣
一

、
尊
、
有
二

悪
行
一

而
帰
レ

善
、
故
以
レ

剣
出
レ

剣
、（
七
七
）

〇
一
条
兼
良
『
日
本
書
紀
纂
疏
』（
前
掲
『
日
本
書
紀
註
釈
（
中
）』）

吾-

心
清-

清
、
謂
到
二

方-

寸
清-

浄
之
田
地
一

、
蓋
心-

斎
之
所
レ

致
、

故-

曰
、
吾-

心
清-

浄
、
或-

云
、
上
清
内-

清-

浄
、
下-

清
外-

清-

浄
、

（
二
六
七
）

〇
清
原
宣
賢
『
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』

（『
神
道
大
系 

古
典
註
釈
編
四 

日
本
書
紀
註
釈
（
下
）』
神
道
大
系
編
纂

会 

昭
和
六
十
三
年
）

ハ
ラ
ヒ
テ
悪
心
ヲ
除
ク
処
也
。
祇
園
ハ
素
戔
嗚
ナ
レ
ハ
、
祓
ヲ
以
テ

今
ヲ
イ
出
サ
レ
タ
レ
ハ
、
祇
園
テ
ハ
祓
ヲ
ス
ヘ
キ
歟
ト
云
ニ
、
悪
心

ヲ
善
心
ニ
ナ
ス
ホ
ト
ニ
、
尤
中
臣
祓
ヲ
モ
ス
ヘ
キ
ソ
。（
二
〇
〇
）

吾
心
─
ト
云
ハ
、
胸
中
清
浄
ニ
ナ
ツ
タ
ソ
。
清
々
ト
二
字
カ
イ
タ
心
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ハ
、
内
外
ノ
清
浄
ソ
。
神
剣
ヲ
得
テ
ヨ
リ
、
内
外
心
身
ノ
二
ツ
カ
清

浄
ニ
ナ
リ
タ
ル
也
。
其
心
ト
ハ
、
心
ヨ
リ
身
モ
清
マ
ル
也
。

（
二
〇
四-
五
）

〇
度
会
延
佳
『
中
臣
祓
瑞
穂
鈔
』

（『
大
祓
詞
註
釈
大
成 

上
』
昭
和
五
十
六
年
）

汚
穢
不
浄
ノ
罪
科
ヲ
悔
解
除
ス
ル
時
、
罪
科
ハ
悔
ホ
ロ
ビ
テ
、
即
時

清
浄
ノ
善
心
生
ス
（
二
五
一
）

〇
吉
川
惟
足
『
日
本
書
紀
聞
書
』

（『
大
日
本
文
庫
神
道
篇 

吉
川
神
道
』
大
日
本
文
庫
刊
行
会 

昭
和
十
四
年
）

此
神
剣
に
付
て
、
土
金
の
相
伝
あ
る
也
。
素
戔
嗚
尊
の
曰
く
、
是
あ

や
し
き
剣
也
、
吾
私
に
お
け
ら
ん
や
う
も
な
し
と
て
、
天
照
大
神
へ

献
上
な
さ
れ
る
。
天
照
大
神
に
上
ら
る
ゝ
こ
と
、
御
心
の
善
に
成
玉

ふ
し
る
し
也
（
一
六
六
）

〇
山
崎
闇
斎
『
神
代
記
垂
加
翁
講
義
』

（『
神
道
大
系　

垂
加
神
道
（
上
）』
神
道
大
系
編
纂
会　

昭
和
五
十
九
年
）

ト
カ
ク
ニ
身
心
ノ
ケ
ガ
ラ
ハ
シ
キ
ヲ
ハ
ラ
イ
ス
ツ
ル
ガ
、
則
ハ
ラ
イ

ト
云
者
也
。
少
モ
カ
ワ
リ
タ
コ
ト
ハ
ナ
イ
ゾ
。
シ
タ
ニ
ヨ
リ
テ
常
々

云
、
上
自
二

天
子
一

下
及
二

万
民
一

マ
デ
、
皆
祓
ノ
ア
ル
ト
云
コ
ト
ハ
、

カ
フ
シ
タ
コ
ト
ゾ
。
ト
カ
ク
身
ノ
悪
ヲ
ハ
ラ
イ
去
コ
ト
ゾ
。
外
清
浄

ヲ
シ
テ
身
ヲ
キ
ヨ
メ
レ
バ
、
自
心
モ
清
ナ
ル
ゾ
。
内
外
一
致
ナ
リ

（
三
五
三
）

〇
谷
川
士
清
『
日
本
書
紀
通
証
』

（『
日
本
書
紀
通
証 

一
』
臨
川
書
店 

昭
和
五
十
三
年
）

今
按
素
尊
大
淂
二

解
除
一

日
嘗
二

辛
苦
一

悲
憐
之
心
一
起
而
遂
斬
二

大
蛇
一

以
弭
二

民
人
之
害
一

与
二

嚮
所
一
レ

為
氷
炭
相
反
於
レ

是
感
二

淂
霊
剣
一

而

治
二

天
下
一

之
功
效
著
矣
乃
上
二

献
之
於
天
一

不
二

敢
以
私
安
一

以
致
下

守
二

護
日
位
一

之
清
心
上

此
与
下

大
己
貴
命
以
二

広
矛
一

奉
上
レ

授
下

天
孫
上

盖
意

同
矣
且
蛇
龍
属
故
自
有
二

宝
剣
一

而
素
尊
自
二

土
中
精
金
一

化
出
因
レ

此

留
二

魂
宝
剣
一

是
猶
二

日
神
之
鏡
一

歟
（
四
三
〇-

一
頁
）

　

こ
れ
ら
の
諸
註
釈
書
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
に
差
は
あ
る
も
の
の
、

祓
に
お
け
る
内
（
心
）
外
（
身
）
清
浄
の
主
張
は
共
通
し
て
お
り
、
お
お

ま
か
に
各
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
須
佐
之
男
命
が
祓
を
受
け
た
こ
と
で
改

心
し（

（1
（

、
善
心
に
よ
っ
て
大
蛇
退
治
と
霊
剣
献
上
を
行
い
、「
吾
心
清
清
之
」

と
の
言
は
そ
の
清
浄
な
心
を
表
し
て
い
る
と
解
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
宣
長
は
、
霊
剣
献
上
に
よ
っ
て
穢
が
尽
き
果
て
た
と

す
る
理
解
か
ら
、
大
蛇
退
治
の
際
も
須
佐
之
男
命
は
穢
を
有
し
て
い
た
と

し
、「
蛇
を
殺
し
て
、
民
の
害
を
除
き
た
ま
ふ
を
以
て
功
と
す
る
は
、
あ

た
ら
ず
」
と
こ
れ
を
功
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
天
照
大
御
神
に

対
す
る
「
悪
心
」
と
「
清
心
」
と
を
基
準
に
し
て
須
佐
之
男
命
の
行
為
を

解
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
宣
長
は
須
佐
之
男
命
の
霊
剣
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献
上
を
、
善
心
に
よ
っ
て
善
行
を
為
す
と
い
う
道
徳
的
善
悪
観
か
ら
評
価

す
る
の
で
は
な
く（

（1
（

、
穢
の
消
失
に
よ
っ
て
天
照
大
御
神
に
対
す
る
「
清
心
」

を
表
明
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
以
て
、「
此
功
た
ぐ
ひ
な
き
」
と
高
く
評

価
す
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

宣
長
は
、「
は
じ
め
に
」
で
も
見
た
よ
う
に
、「
凡
て
禊
祓
は
、
身
の

汚ケ
ガ
レ垢
を
清
む
る
わ
ざ
に
こ
そ
あ
れ
」
や
「
心
を
祓
ひ
清
む
と
云
は
、
外
国

の
意
に
し
て
、
御
国
の
古
さ
ら
に
さ
る
こ
と
な
し
」
と
述
べ
、
従
来
説
か

れ
て
き
た
内
外
清
浄
を
枠
組
み
ご
と
否
定
し
た
。
宣
長
に
お
い
て
は
、
祓

は
あ
く
ま
で
「
身
の
汚
垢
を
清
む
る
わ
ざ
」
で
あ
り
、
前
節
で
検
討
し
た

よ
う
に
、
そ
の
穢
は
天
照
大
御
神
へ
の
「
不
忠
る
」
心
で
あ
る
「
悪
心
」

を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
故
に
、
須
佐
之
男
命

は
穢
の
消
失
に
よ
っ
て
、
天
照
大
御
神
へ
の
「
忠
な
る
心
」
で
あ
る
「
清

心
」を
表
明
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。こ
う
し
た
理
解
は
、

穢
と
「
悪
心
」
や
「
清
心
」
と
の
関
係
性
に
着
目
し
、
古
典
を
再
解
釈
す

る
こ
と
で
、
新
た
な
祓
思
想
の
構
築
を
試
み
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か

し
、
こ
の
霊
剣
献
上
を
功
と
み
る
点（

（1
（

と
こ
れ
を
「
清
心
」
の
表
明
と
見
る

点（
（1
（

に
お
い
て
従
来
の
説
を
受
容
し
て
お
り
、
中
世
以
来
の
説
を
全
て
否
定

し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

以
上
、「
我
御
心
須
賀
須
賀
斯
」
の
註
釈
か
ら
穢
の
消
失
と
「
清
心
」

の
表
明
と
の
関
係
性
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
宣

長
は
中
世
以
来
の
内
外
清
浄
の
枠
組
み
を
否
定
し
つ
つ
も
、
穢
と
心
の
在

り
様
と
の
関
係
性
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
う
し
た

「
身
の
汚
垢
を
清
む
る
わ
ざ
」
と
し
て
の
祓
は
心
の
在
り
様
と
無
関
係
と

は
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
、『
古
事
記
伝
』
お
い
て
、

霊
剣
献
上
と
い
う
「
清
心
」
の
表
明
に
よ
っ
て
、
穢
を
消
失
さ
せ
た
と
も

捉
え
得
る
表
現
が
取
ら
れ
て
お
り
、
穢
の
消
失
と
「
清
心
」
の
表
明
と
の

順
序
に
疑
問
が
残
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
が
現
れ
て
い
る
の
は
、

須
佐
之
男
命
の
穢
の
消
失
過
程
に
対
す
る
『
古
事
記
伝
』
と
『
後
釈
』
と

に
お
け
る
表
現
の
違
い
で
あ
る
。『
古
事
記
伝
』
で
は
「
無
上
霊
剣
を
得

て
献
り
給
へ
る
、
此
功
た
ぐ
ひ
な
き
に
因
て
、（
略
）
以
往
の
穢
は
、
皆

尽
は
て
た
る
故
に
、今
自
ら
御
心
ち
清
々
し
く
為
て
所
思
め
す
な
る
べ
し
」

と
あ
り
、「
清
心
」
の
表
明
と
い
う
功
に
よ
っ
て
、
穢
が
消
失
し
た
と
い

う
順
序
で
あ
る
。
一
方
、『
後
釈
』
で
は
「
須
佐
之
男
大
神
、
又
祓
に
よ

り
て
、
罪
穢
清
ま
り
て
、
世
に
大
功
を
立
給
ひ
」（
七 

一
六
〇
）
と
、
祓

わ
れ
た
こ
と
で
「
罪
穢
」
が
清
ま
り
、
世
に
「
大
功
」
を
立
て
た
と
註
釈

し
て
お
り（

（1
（

、
一
見
矛
盾
と
も
取
れ
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
中

世
以
来
の
註
釈
と
は
異
な
る
宣
長
独
自
の
祓
観
を
窺
う
鍵
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
た
め
、
次
節
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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三
、「
天
照
大
御
神
の
御ミ
メ
グ
ミ

徳
化
」

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
宣
長
の
「
天
照
大
御
神
の
御ミ
メ
グ
ミ

徳
化
」
に
対

す
る
理
解
と
、祓
に
よ
る
穢
の
消
失
過
程
に
対
す
る
宣
長
の
認
識
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
前
者
の
「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」
に
対
す
る
宣
長
の
理
解
を

検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
穢
の
存
在
が
高
天
原
や
葦
原
中
国
に
齎
す
影
響

に
つ
い
て
の
宣
長
の
理
解
を
確
認
し
よ
う
。

　
『
古
事
記
』
で
は
、
須
佐
之
男
命
が
伊
邪
那
岐
命
か
ら
事
依
さ
れ
た
分

治
の
勅
を
無
視
し
涕
泣
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
天
原
は
「
青
山
如
枯
山
泣

枯
。
河
海
者
悉
泣
乾
。
是
以
悪
神
之
音
。
如
狭
蠅
皆
満
。
万
物
之
妖
悉
発（

（1
（

。」

と
、
青
山
は
枯
れ
山
と
な
り
、
海
や
川
は
乾
き
、「
悪
神
」
た
ち
が
満
ち

溢
れ
、
多
く
の
災
禍
が
多
発
す
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
面
に
つ

い
て
、
宣
長
は
『
古
事
記
伝
』
で
以
下
の
よ
う
な
理
解
を
示
す
。

抑
此
神
（
須
佐
之
男
命
：
筆
者
註
）
の
啼
給
ふ
に
因
て
、
山
海
河
の

枯
乾
る
は
、
如
何
な
る
理
に
か
あ
ら
む
、（
略
）
さ
て
此
神
の
如
此

る
は
、
伊
邪
那
美
命
の
、
人
草
一
日
千
頭
を
絞
殺
さ
む
と
詔
へ
る
験

な
り
、
此
神
は
、
妣
命
の
黄
泉
の
汚
垢
の
残
れ
る
よ
り
成
坐
る
が
故

な
り
、（
九 

二
九
九-

三
〇
〇
）

　

す
な
わ
ち
、須
佐
之
男
命
の
慟
哭
に
よ
る
被
害
は
、伊
邪
那
美
命
の「
一

日
千
頭
を
絞
殺
さ
む
」
と
い
う
言
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
須
佐
之

男
命
が
伊
邪
那
岐
命
の
禊
で
誕
生
し
つ
つ
も
、
残
存
す
る
「
妣
命
の
黄
泉

の
汚
垢
」
に
よ
っ
て
成
っ
た
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
更
に
、

 

今
此ワ
ザ
ワ
ヒ妖

の
発
る
も
、
悪
ア
ラ
ブ
ル

神
の
沸
出
騒
に
因
て
な
り
け
り
、
さ
て
須

佐
之
男
命
の
御
所
行
に
因
て
、か
く
悪
神
涌
出
、万
妖
の
発
る
こ
と
、

み
な
其
本
は
、黄
泉
の
汚
垢
よ
り
根
ざ
す
こ
と
、既
に
云
る
が
如
し
、

（
九 

三
〇
一
）

と
述
べ
、
万
の
災
や
悪
神
の
出
現
も
「
黄
泉
の
汚
垢
」
に
よ
る
と
す
る
。

宣
長
は
、
須
佐
之
男
命
の
慟
哭
に
よ
っ
て
「
悪
神
」
が
満
ち
て
い
る
状
況

と
天
孫
降
臨
以
前
の
葦
原
中
国
は
同
じ
状
況
で
あ
る
と
し
、
こ
の
「
悪
神
」

は
天
孫
降
臨
以
前
の
「
荒
振
神
」
と
同
様
に
「
阿
羅
夫
流
神
」（
九 

三
〇
〇
）
と
読
む
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る（

（1
（

。

　

で
は
、
天
孫
降
臨
以
前
の
葦
原
中
国
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
註
釈

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

此
時
葦
原
中
国
は
、
な
ほ
か
く
荒
振
神
多
く
し
て
、
未サ
ヤ
ゲ平
る
は
、
何

故
ぞ
と
云
に
、か
の
須
佐
之
男
命
の
黄
泉
の
汙ケ
ガ
レ穢

の
な
ご
り
あ
り
て
、

未
清キ
ヨ
キ浄
天
照
大
御
神
の
御ミ
メ
グ
ミ

徳
化
の
至
り
及
ば
ざ
る
故
な
り
、
前
の
須

佐
之
男
命
の
、
青
山
を
泣
枯
し
云
々
処
と
、
照
し
考
ふ
べ
し
、（
十 

四
七
）

　

す
な
わ
ち
、
宣
長
は
、
天
孫
降
臨
以
前
の
葦
原
中
国
が
「
荒
振
神
多
く
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し
て
、
未
平
る
」
状
態
で
あ
る
原
因
を
、
須
佐
之
男
命
の
穢
の
名
残
に
求

め
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
天
照
大
御
神
の
御ミ
メ
グ
ミ

徳
化
」
で
あ
る
。

宣
長
は
、
こ
の
「
御
徳
化
」
が
「
至
り
及
ば
ざ
る
」
故
に
、
荒
振
神
と
災

禍
と
が
多
発
し
て
い
る
と
解
す
の
で
あ
る（

（2
（

。
そ
し
て
、
先
に
見
た
須
佐
之

男
命
が
青
山
を
枯
れ
山
と
し
、
災
禍
が
発
生
し
た
場
面
と
、
天
孫
降
臨
以

前
の
葦
原
中
国
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
る
べ
き
だ
と
す
る
こ
と
か

ら
、「
青
山
如
枯
山
泣
枯
。
河
海
者
悉
泣
乾
。
是
以
悪
神
之
音
。
如
狭
蠅

皆
満
。万
物
之
妖
悉
発
。」と
す
る
高
天
原
に
も「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」

は
至
り
及
ん
で
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
未
清

浄
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
の
至
り
及
ば
ざ
る
故
な
り
」と
の
理
解
で
あ
る
。

「
未
～
至
り
及
ば
ざ
る
」
と
の
表
現
か
ら
宣
長
は
、
穢
の
存
在
に
よ
っ
て

「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」
が
全
く
及
ば
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
及

ぶ
程
度
が
弱
ま
っ
て
至
り
切
ら
な
く
な
る
と
解
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
天
照
大
御
神
の
天
石
屋
戸
隠
の
場
面
に
お
い
て
も
、
災
禍
発
生
の

要
因
を
「
黄
泉
の
穢
の
な
ご
り
」（
九 

三
五
二
）
に
求
め
、「
世
の
明ア
カ
リ光

の
貴
き
の
み
な
ら
ず
、
万
妖
の
ひ
た
ぶ
る
に
発
ら
ぬ
も
、
全
此
大
御
神
の

照
し
た
ま
ふ
御ミ
メ
グ
ミ徳
な
る
こ
と
を
仰
ぎ
、
又
穢
の
つ
ゝ
し
む
べ
き
こ
と
を
思

へ
」（
同
前
）
と
述
べ
る
。
こ
の
註
釈
か
ら
も
、
天
照
大
御
神
の
「
御
徳
」

（「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」）
が
至
り
及
ば
な
い
た
め
に
災
禍
が
発
生
し

て
お
り
、
穢
を
慎
む
こ
と
で
そ
の
「
御
徳
」（「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」）

が
至
り
及
び
災
禍
を
防
ぐ
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
宣
長
が
解
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。

　

こ
の
穢
と
「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」
と
の
関
係
性
と
合
わ
せ
考
え
る

べ
き
こ
と
と
し
て
、
穢
の
消
失
過
程
に
対
す
る
認
識
が
挙
げ
ら
れ
る
。
宣

長
は
、
門
人
の
稲
葉
通
邦
に
よ
る
「
諸
の
穢
は
、
月
日
を
経
れ
ば
、
う
す

ら
ぎ
清
ま
る
物
」（
九 

二
八
六
）
と
の
考
え
か
ら
、『
古
事
記
』
に
お
け

る
伊
邪
那
美
命
の
ご
発
言
「
且マ
ヅ

具
ツ
バ
ラ
カ
ニ

与ヨ
モ
ツ
カ
ミ
ト

黄
泉
神ア
ゲ
ツ
ラ
ハ
ム

相
論
」（
九 

二
三
七
）

の
「
且
」
字
を
「
旦
」
字
と
す
べ
き
だ
と
す
る
考
え
を
以
て
、「
い
と
よ

ろ
し
」（
九 

二
八
六
）
と
評
価
す
る
。
こ
う
し
た
穢
が
時
間
経
過
に
よ
っ

て
徐
々
に
消
失
す
る
と
い
う
理
解
を
敷
衍
す
れ
ば
、「
未
清
浄
天
照
大
御

神
の
御
徳
化
の
至
り
及
ば
ざ
る
」
原
因
を
「
か
の
須
佐
之
男
命
の
黄
泉
の

汙
穢
の
な
ご
り
あ
り
て
」
と
、
須
佐
之
男
命
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
有

し
て
い
る
「
黄
泉
の
汙
穢
」
が
、
祓
に
よ
っ
て
即
座
に
消
失
せ
ず
、
未
だ

「
な
ご
り
」と
し
て
残
存
し
て
い
る
こ
と
に
求
め
る
理
解
と
も
符
合
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
み
て
い
く
と
、
穢
が
残
存
す
る
が
故
に
、
災
禍
を
齎
す

須
佐
之
男
命
も
「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」
が
至
り
及
ん
で
お
ら
ず
、
祓

を
経
て
徐
々
に
穢
が
「
う
す
ら
ぎ
清
ま
」
り
、
そ
の
消
失
に
よ
り
完
全
に

「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」
が
「
至
り
及
」
ん
だ
と
き
、
天
照
大
御
神
へ

の「
忠
な
る
心
」す
な
わ
ち
、「
清
心
」の
表
明
と
し
て
の
霊
剣
献
上
が「
功

た
ぐ
ひ
な
き
」
御
業
と
し
て
果
た
さ
れ
た
、
と
い
う
過
程
を
辿
る
も
の
と



清心考─ 39 ─

考
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

た
だ
し
、
こ
の
様
な
穢
の
消
失
過
程
か
ら
す
る
と
、
穢
が
完
全
に
消
失

す
る
時
点
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
一
つ
だ
け
、

こ
の
こ
と
を
確
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
条
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
清
心
」

の
表
明
で
あ
る
。
第
一
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
宣
長
は
『
日
本
書
紀
』

第
七
段
一
書
第
三
に
お
い
て
、
素
戔
嗚
尊
が
祓
に
よ
り
穢
を
消
失
さ
せ
ら

れ
た
後
、
誓
約
で
「
清
心
」
を
証
明
し
、
そ
れ
以
降
「
悪
心
」
を
起
こ
さ

な
い
と
い
う
展
開
を「
然
る
べ
く
思
は
る
れ
」と
評
価
し
て
い
た
。た
だ
し
、

『
古
事
記
』
で
は
、
誓
約
の
後
に
祓
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
旦
は
「
清
心
」

を
証
明
し
つ
つ
も
、
残
存
す
る
穢
に
よ
っ
て
「
本
性
の
悪
心
」
を
起
こ
し

て
し
ま
っ
た
と
宣
長
は
解
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
宣
長
の
理
解
に
お
い
て
、

祓
の
後
に
な
さ
れ
た
須
佐
之
男
命
の
霊
剣
献
上
は
、
穢
を
消
失
し
、
以
降

「
悪
心
」
を
起
こ
さ
な
い
「
清
心
」
の
表
明
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

（2
（

。

　

ま
た
、こ
う
し
た
天
照
大
御
神
へ
の「
忠
な
る
心
」で
あ
る「
清
心
」は
、

祓
に
よ
る
穢
の
漸
進
的
な
消
失
に
よ
っ
て
、「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」
が

「
至
り
及
」
ぶ
こ
と
で
涵
養
さ
れ
て
い
く
と
い
う
、
祓
の
効
用
に
よ
る
も

の
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
見
て
い
く
と
、

宣
長
が
『
古
事
記
伝
』
で
「
此
功
た
ぐ
ひ
な
き
に
因
り
て
、（
中
略
）
以

往
の
穢
は
、
皆
尽
は
て
た
る
」
と
述
べ
、『
後
釈
』
で
「
祓
に
よ
り
て
、
罪

穢
清
ま
り
て
、
世
に
大
功
を
立
給
ひ
」
と
も
述
べ
て
、
一
見
「
功
」
と
穢

の
消
失
と
の
前
後
関
係
に
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
と
も
取
れ
る
表
現
を
す
る

こ
と
も
理
解
し
易
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
須
佐
之
男
命
の
霊
剣
献
上
と
い

う
「
功
」
は
、「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」
を
媒
介
と
し
た
天
照
大
御
神

へ
の
「
悪
心
」（「
不
忠
る
」
心
）・「
清
心
」（「
忠
な
る
心
」）
を
基
準
に
し

て
み
る
こ
と
で
、「
功
」（「
清
心
」
の
表
明
）
に
よ
る
穢
の
完
全
な
消
失
の

確
証
と
、
祓
の
効
用
（
穢
の
漸
進
的
な
消
失
に
よ
る
「
清
心
」
の
涵
養
）

に
よ
る
「
功
」
の
達
成
と
い
う
両
側
面
か
ら
の
理
解
が
矛
盾
な
く
捉
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
宣
長
は
、『
古
事
記
伝
』
と
『
後
釈
』
と
で
、
こ
の

両
側
面
を
指
摘
し
、両
書
を
補
完
さ
せ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　

以
上
、
本
節
で
は
、
穢
と
「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」
と
の
関
係
性
に

つ
い
て
検
討
し
た
。
宣
長
は
、
穢
の
存
在
が
「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」

を
遮
る
こ
と
で
、
荒
振
神
や
災
禍
が
起
こ
る
と
考
え
て
い
た
。
須
佐
之
男

命
も
同
様
に
、「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」
が
「
至
り
及
ば
ざ
る
」
状
態

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
神
々
か
ら
祓
を
科
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
穢
が

消
失
さ
せ
ら
れ
「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」
が
「
至
り
及
」
ぶ
よ
う
に
な

り
、
以
降
「
悪
心
」
を
起
こ
さ
な
い
「
清
心
」
を
霊
剣
献
上
を
通
じ
て
表

明
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
て
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
穢
の

消
失
過
程
か
ら
、
穢
は
祓
わ
れ
て
即
座
に
消
失
す
る
の
で
は
な
く
徐
々
に

消
失
し
て
い
き
、
そ
れ
に
伴
っ
て
「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」
が
「
至
り

及
」
ぶ
こ
と
で
「
清
心
」
が
涵
養
さ
れ
て
い
く
と
解
し
て
い
た
と
考
え
ら



國學院雑誌　第 125 巻第 10 号（2024年） ─ 40 ─

れ
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
宣
長
の
祓
思
想
に
お
け
る
創
見
と
い
え
よ
う
。

む
す
び

　

以
上
、
宣
長
の
祓
思
想
に
つ
い
て
、
穢
と
心
の
在
り
様
と
を
中
心
に
検

討
し
た
。
宣
長
は
、
天
照
大
御
神
に
対
す
る
「
忠
な
る
心
」
で
あ
る
「
清

心
」と「
不
忠
る
」心
で
あ
る「
悪
心
」を
基
準
と
し
て
祓
を
捉
え
て
い
た
。

　

ま
ず
、
宣
長
は
、
誓
約
と
祓
の
順
序
に
差
異
が
あ
る
『
日
本
書
紀
』
第

七
段
一
書
第
三
と
『
古
事
記
』
と
を
取
り
上
げ
、
こ
の
一
書
の
展
開
を
妥

当
と
す
る
も
の
の
正
し
い
と
断
言
は
せ
ず
、『
古
事
記
』
の
展
開
に
も
言

及
し
、
勝
さ
び
を
「
本
性
の
悪
心
」
に
よ
る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
言
説
の
背
景
に
は
、
穢
の
存
在
が
「
悪
心
」
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
認

識
が
あ
っ
た
。ま
た
、須
佐
之
男
命
の
大
宜
都
比
売
神
殺
し
の
場
面
で
は
、

宣
長
は
『
日
本
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
十
一
の
月
夜
見
尊
が
天
照
大
神
の

勅
に
よ
っ
て
保
食
神
と
対
面
し
て
い
た
と
す
る
展
開
か
ら
、
須
佐
之
男
命

と
月
夜
見
尊
と
が
「
全
一
神
の
如
く
に
し
て
、
な
ほ
別
神
に
坐
、
深
き
所

以
」
を
見
出
す
こ
と
に
よ
り
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
大
宜
都
比
売
神
の

殺
害
が
天
照
大
御
神
の
意
に
反
す
る
こ
と
と
解
し
て
「
悪
御
心
」
と
の
語

を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
宣
長
が
穢
を
有
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
「
悪
心
」
が
生
じ
て
し
ま
う
と
い
う
関
係
を
見
出
し
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。

　

次
に
、「
我
御
心
須
賀
須
賀
斯
」
の
註
釈
か
ら
穢
の
消
失
と
「
清
心
」

の
表
明
と
の
関
係
性
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
宣
長
は
中
世
以
来

の
内
外
清
浄
の
枠
組
み
を
否
定
し
つ
つ
も
、
穢
と
心
の
在
り
様
と
の
関
係

性
を
見
出
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
「
身
の
汚
垢
を
清
む
る
わ
ざ
」
と
し
て

の
祓
は
心
の
在
り
様
と
無
関
係
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。

　

最
後
に
、
穢
と
「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
検

討
し
た
。
宣
長
は
、
穢
の
存
在
が
「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」
を
遮
る
こ

と
で
、
荒
振
神
や
災
禍
が
起
こ
る
と
考
え
て
い
た
。
須
佐
之
男
命
も
同
様

に
、「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」
が
「
至
り
及
ば
ざ
る
」
状
態
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
神
々
か
ら
祓
を
科
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
穢
が
消
失
さ
せ
ら

れ
「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」
が
「
至
り
及
」
ぶ
よ
う
に
な
り
、
以
降
「
悪

心
」
を
起
こ
さ
な
い
「
清
心
」
を
霊
剣
献
上
を
通
じ
て
表
明
す
る
に
至
っ

た
と
考
え
て
い
た
と
い
え
る
。ま
た
、こ
の
よ
う
な
穢
の
消
失
過
程
か
ら
、

穢
は
祓
わ
れ
て
即
座
に
消
失
す
る
の
で
は
な
く
徐
々
に
消
失
し
て
い
き
、

そ
れ
に
伴
っ
て
「
天
照
大
御
神
の
御
徳
化
」
が
「
至
り
及
」
ぶ
こ
と
で
「
清

心
」
が
涵
養
さ
れ
て
い
く
と
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
理

解
に
、
宣
長
の
祓
思
想
に
お
け
る
創
見
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

以
上
、
宣
長
の
祓
思
想
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
も
そ
も
、
宣
長
は
天
皇
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の
存
在
を
「
神
の
道
」
の
中
核
と
し
て
お
り（

（2
（

、
そ
の
天
皇
に
対
す
る
「
忠

な
る
心
」
を
指
す
「
清
心
」
が
、
穢
の
存
在
に
よ
っ
て
陰
っ
て
し
ま
う
と

す
る
の
が
、こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
宣
長
の
理
解
で
あ
っ
た
。従
っ
て
、

宣
長
に
お
い
て
、
祓
と
は
、
単
に
穢
を
消
失
さ
せ
る
為
だ
け
の
も
の
で
は

な
く
、「
神
の
道
」
の
中
核
的
存
在
で
あ
る
天
皇
に
対
す
る
「
清
心
」
を

陰
ら
せ
な
い
上
で
、
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
重
要
な
神
事（

（2
（

と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
１
）	

宣
長
は
、
神
生
み
か
ら
禊
に
か
け
て
の
展
開
か
ら
「
吉
善
」
か
ら
「
凶
悪
」
は
生

ま
れ
、「
凶
悪
」
か
ら
「
吉
善
」
が
生
ま
れ
る
と
い
う
「
吉
善
事
凶
悪
事
つ
ぎ

〳
〵
に
移
り
も
て
ゆ
く
理
」（
九 

二
九
四
）
を
見
出
し
た
。

（
２
）	

具
体
的
に
は
、
山
作
良
之
（「
宣
長
神
学
に
お
け
る
禍
津
日
神
─
〈
禍
津
日
神
＝

天
照
大
御
神
の
荒
魂
〉
説
を
め
ぐ
っ
て
」『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要
─
文
学
研

究
科
─
』
第
三
十
三
輯 

平
成
十
四
年
三
月
）、
金
沢
英
之
（「
第
二
章
『
古
事
記
伝
』

の
〈
神
代
〉」『
宣
長
と
『
三
大
考
』 

近
世
日
本
の
神
話
的
世
界
像
』
笠
間
書
院 

平
成
十
七
年
）
神
野
志
隆
光
（『
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
を
読
む
Ⅰ
』
講
談
社

選
書
メ
チ
エ 

平
成
二
十
二
年
）、増
田
友
哉（「
本
居
宣
長
の
死
後
観
と
妙
理
─『
古

事
記
伝
』
に
お
け
る
ヨ
ミ
理
解
を
巡
っ
て
─
」『
倫
理
学
年
報
』
第
七
十
一
集 

令

和
四
年
三
月
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
３
）	

宣
長
は
『
古
事
記
伝
』、『
後
釈
』
に
お
い
て
、
大
屋
毘
古
神
と
瀬
織
津
比
咩
、
須

勢
理
毘
売
と
速
佐
須
良
比
咩
を
同
一
と
す
る
。
そ
し
て
、「
大
穴
牟
遅
神
の
黄
泉

国
訪
問
」は
、「
さ
て
す
べ
て
世
中
の
凶
事
は
、其
は
じ
め
よ
み
の
国
よ
り
起
る
を
、

此
大
国
主
神
の
、
禍
事
に
よ
り
て
、
黄
泉
国
に
至
り
ま
せ
る
は
そ
の
ま
が
事
の
、

初
の
よ
み
の
国
に
還
れ
る
に
て
、
祓
の
趣
と
同
じ
」（
七 

一
六
〇
）
と
あ
り
、
祓

の
意
が
あ
っ
た
と
解
す
。

（
４
）	

例
え
ば
、
金
沢
氏
（
前
掲　

二
〇
二
頁
）、
神
野
志
氏
（
前
掲 

一
八
四-

五
頁
）、

斎
藤
英
喜
（『
古
事
記
は
い
か
に
読
ま
れ
て
き
た
か
〈
神
話
〉
の
変
貌
』
吉
川
弘

文
堂 

平
成
二
十
四
年 

六
十
八
頁
）、増
田
氏（
前
掲  

二
七
一
頁
）、中
村
俊
太（「
賀

茂
真
淵
の
祝
詞
研
究
─
『
古
事
記
』
受
容
と
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
と
の
関
係

性
─
」『
国
語
国
文
研
究
』
第
一
五
九
号 

令
和
四
年
八
月 

四
四
頁
）
等
が
あ
る
。

（
５
）	

そ
の
他
に
、
星
野
光
樹
が
、「
人
間
の
所
業
や
禍
福
は
、
ど
こ
ま
で
も
神
の
所
業

に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
宣
長
の
理
解
か
ら
は
、
た
と
え
神
代
に
祓
の
神
々
が
除
災

や
、
功
績
を
引
き
出
す
働
き
が
見
出
さ
れ
て
も
、
そ
の
こ
と
が
祓
い
の
目
的
と
は

さ
れ
ず
、
祓
と
は
「
身
の
汚
垢
を
清
む
る
わ
ざ
」
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
「
俗
に
い

ふ
心
持
ち
」
の
問
題
と
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。」（「
幕
末
期
に
お
け
る
大
祓

と
国
学
者
─
六
人
部
是
香
を
中
心
に
─
」『
近
代
祭
式
と
六
人
部
是
香
』
弘
文
堂 

平
成
二
十
四
年 

五
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
６
）	

宣
長
は
、「
美
曽
岐
は
、
必
水
辺
に
出
て
す
る
に
限
て
云
り
、
古
書
皆
然
り
、
禊

字
も
其
意
な
り
、
波
良
比
は
、
水
辺
に
て
す
る
を
も
、
然
ぬ
を
も
広
く
い
ふ
名
な

り
」（
九 

二
六
四
）
と
述
べ
、
禊
も
祓
で
あ
る
と
解
す
。

（
７
）	「
清
心
」
や
「
悪
心
」、「
邪
心
」
に
つ
い
て
は
、
神
話
と
宣
命
の
観
点
か
ら
の
研

究
が
あ
る
。「
清
心
」
を
天
皇
へ
の
忠
誠
心
、「
悪
心
」
を
不
忠
と
す
る
見
解
を
示

し
た
の
は
、
和
辻
哲
郎
（「
祭
祀
的
統
一
に
基
く
道
徳
（
清
明
心
の
道
徳
）」『
日

本
倫
理
思
想
史 

上
巻
』
岩
波
書
店  

昭
和
二
十
七
年
）、
中
西
進
（「
清
明
心
」『
国

語
国
文
学
論
叢
』
群
書 

昭
和
六
十
三
年
）、
呉
哲
男
（「
清
明
心
の
諸
問
題
」『
国

語
と
国
文
学
』
第
六
十
八
巻
第
五
号 

平
成
三
年
五
月
）
で
あ
る
。
こ
の
説
を
受

容
し
た
の
は
、
瀬
間
正
之
（「
清
明
心
の
成
立
と
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
─
鏡
と
鏡
銘
を

中
心
に
─
」『
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
紀
要
』
十
八
号　

平
成
二
十
年
三
月
）、
松
川

蒼（「『
古
事
記
』に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
の〈
清
明
心
〉─
漢
籍
の
用
例
を
通
し
て
─
」

『
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』
第
四
十
三
号　

平
成
二
十
八
年
三
月
）

等
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
丸
山
眞
男
（「
日
本
に
お
け
る
倫
理
意
識
の
執
拗
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低
音
─
そ
の
い
く
つ
か
の
側
面
─
」『
丸
山
眞
男
集 

別
集 

第
三
集
』
岩
波
書
店 

平
成
二
十
七
年
）
は
、
天
皇
以
外
に
も
用
い
ら
れ
る
と
述
べ
た
。
佐
藤
正
英
（「
ス

サ
ノ
ヲ
の
清
明
心
」（『
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
三
十
三
巻
八
号 

昭
和

六
十
三
年
七
月
）
は
、「
善
き
心
」
と
「
清
明
心
」
は
別
物
で
あ
る
と
し
、「
善
き

心
」
は
忠
誠
心
で
あ
り
、「
清
明
心
」
は
「
根
の
堅
洲
国
に
往
き
た
い
と
い
う
ス

サ
ノ
ヲ
の
在
り
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」（
十
三
頁
）
と
述

べ
て
い
る
。

（
8
）	

宣
長
が
寛
政
十
一
年
に
起
稿
し
た
宣
命
研
究
『
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
』
で
は
、「
明

浄
久

仕
奉
」
を
「
朝
廷
に
忠
義
な
り
」（
七 

三
二
九
）
と
あ
り
、「
明
浄
直
誠
之
心
」、

「
明
浄
心
」
は
全
て
同
じ
意
味
を
持
つ
と
す
る
（
七 

二
〇
三
）。
ま
た
、「
悪
心
」

は
「
キ
タ
ナ
キ
コ
ヽ
ロ
と
訓
べ
し
、
古
事
記
に
穢
邪
心
、
神
代
紀
に
、
黒
心
濁
心
、

天
武
紀
に
謀
心
、
み
な
然
訓
り
」、「
逆
心
」、「
逆
穢
心
な
ど
あ
る
も
、
同
じ
訓
な

る
べ
し
」（
七 

三
二
八
）
と
あ
り
、
宣
長
が
「
清
心
」、「
悪
心
」
を
宣
命
に
お
い

て
も
同
義
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
9
）	

こ
の
よ
う
な
『
日
本
書
紀
』
第
七
段
一
書
第
三
へ
の
言
及
は
宣
長
以
前
に
も
見
出

せ
る
。
玉
木
正
英
著
『
神
代
巻
藻
塩
草
』（
元
文
四
〈
一
七
三
九
〉
年
刊 

国
文
研

所
蔵
）
で
は
、「
此
一
書
本
章
ト
次
第
異
レ
リ
恐
ク
ハ
本
章
誓
約
ノ
段
ト
磐
窟
ノ

段
ト
前
後
セ
ル
ナ
ル
ヘ
シ
次
第
ハ
此
の
一
書
善
備
レ
リ
（
略
）
此
ヨ
リ
簸
川
ノ
段

ヘ
ノ
連
続
モ
善
ク
適
ヒ
侍
ル
旨
師
伝
ニ
テ
ソ
侍
ル
」（
三　

三
七
丁
裏-
三
八
丁
表
）

と
あ
り
、
こ
の
一
書
の
次
第
が
よ
く
適
っ
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、
現
代
に
お
い

て
も
、
伊
藤
剣
が
「
第
七
段
一
書
第
三
は
第
八
段
で
の
素
戔
嗚
尊
像
に
対
す
る
布

石
に
も
な
っ
て
お
り
、
そ
の
理
解
を
助
け
て
も
い
る
の
だ
と
言
え
る
。
素
戔
嗚
尊

の
「
天
」
に
対
す
る
従
順
な
姿
勢
が
強
調
さ
れ
る
こ
の
一
書
が
、
第
八
段
本
文
の

直
前
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
第
七
段
と
第
八
段
と
の
連
絡
は
よ
り
円
滑
な

も
の
に
な
っ
て
い
る
。」（『
日
本
上
代
の
神
話
伝
承
』
神
典
社 

平
成
二
十
二
年 

九
〇-

一
頁
）
と
述
べ
る
。

（
10
）	『
日
本
書
紀
』
の
文
脈
で
は
、『
日
本
書
記
』
に
従
い
表
記
す
る
。

（
11
）	

宣
長
は
、『
古
事
記
伝
』
十
九
之
巻
白
梼
原
宮
中
巻
（
神
武
天
皇
）
の
饒
速
日
命

が
天
皇
に
十
種
神
宝
を
奉
っ
た
場
面
に
お
い
て
、「
此
天
上
よ
り
持
来
し
瑞
物
を
、

私
宝
と
せ
ず
、
天
皇
へ
献
れ
る
は
、
服マ
ツ
ロ従
へ
る
表
な
り
」（
十 

四
〇
五
）
と
し
て
、

奉
献
の
行
為
を
「
服
従
へ
る
表
」
と
解
す
。
ま
た
、
須
佐
之
男
命
と
天
照
大
御
神

の
誓
約
お
い
て
、
須
佐
之
男
命
の
三
女
神
獲
得
を
「
御
心
の
清
明
験
」
と
し
、「
天

照
大
御
神
に
服マ
ツ
ロひ

給
て
、
仇
敵
御
心
な
く
、
高
天
原
を
奪
は
む
の
御
心
な
き
験
と

な
れ
る
な
り
」（
九 

三
四
二
）
と
述
べ
、「
清
心
」
を
天
照
大
御
神
に
「
服
」
う

こ
と
と
述
べ
る
。
従
っ
て
、
饒
速
日
命
が
天
皇
に
十
種
神
宝
を
奉
る
行
為
も
「
清

心
」
の
表
明
で
あ
り
、
須
佐
之
男
命
の
天
照
大
御
神
へ
霊
剣
を
献
上
し
た
行
為
も

同
様
に
「
清
心
」
の
表
明
と
い
え
る
。

（
12
）	

伊
勢
神
道
・
垂
加
神
道
に
お
い
て
は
、
祓
の
自
主
性
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
留

意
さ
れ
る
。
垂
加
神
道
に
お
け
る
祓
の
自
主
性
に
つ
い
て
は
、
大
貫
大
樹
「
辛
苦

考
─
闇
斎
・
絅
斎
・
強
斎
に
於
け
る
「
祓
」
の
神
学
と
そ
の
展
開
─
」（『
國
學
院

大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
十
七
号 

國
學
院
大
學
研
究
開
発

推
進
機
構
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー 

令
和
五
年
三
月
）
参
照
。

（
13
）	

こ
の
点
は
、「
は
じ
め
に
」
で
引
用
し
た
よ
う
に
東
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
、

東
氏
は
死
生
観
を
中
心
に
論
じ
て
お
り
、
心
の
問
題
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

（
14
）	

宣
長
の
こ
う
し
た
中
世
以
来
の
祓
思
想
の
否
定
の
背
景
に
は
、
心
に
神
が
宿
る
と

い
う
神
人
一
体
思
想
へ
の
否
定
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

「
大
祓
詞
」
を
「
中
臣
祓
」
と
し
て
実
用
的
に
解
釈
す
る
中
世
以
来
の
祓
思
想
と
、

「
六
月
晦
大
祓
」
と
し
て
古
典
解
釈
を
施
す
荷
田
春
満
以
降
の
国
学
者
の
言
説
と

を
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
15
）	

例
え
ば
、
忌
部
正
通
『
神
代
巻
口
決
』（
前
掲
）
は
、「
現
二

神
剣
一

事
、
以
素
戔
嗚

尊
之
大
功
也
、」（
七
七
頁
）
と
述
べ
、
須
佐
之
男
命
に
霊
剣
が
現
れ
た
こ
と
を
「
大

功
」
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

（
16
）	
例
え
ば
、
忌
部
正
通
『
神
代
巻
口
決
』（
前
掲
）
は
、「
乃
上
二

献
於
天
神
一

也
者
、

清
心
、
天
神
天
照
大
神
也
、」（
七
七
頁
）
と
し
て
、
霊
剣
の
献
上
が
「
清
心
」
で
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あ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
谷
川
士
清
『
日
本
書
紀
通
証
』（
前
掲
）
は
霊
剣
献
上

を
「
守
二

護
日
位
一

之
清
心
」
と
し
て
天
孫
を
守
護
す
る
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
。

（
17
）	『
後
釈
』
で
は
、
こ
の
他
に
「
こ
れ
此
ひ
め
神
（
速
佐
須
良
比
咩
：
筆
者
註
）
の
、

人
民
の
罪
穢
を
、
さ
す
ら
ひ
失
ひ
給
ひ
て
、
福
を
得
る
」（
七 

一
六
〇
）
や
「
大

国
主
神
の
、
禍
事
に
よ
り
て
、
黄
泉
国
に
至
り
ま
せ
る
は
そ
の
ま
が
事
の
、
初
の

よ
み
の
国
に
還
れ
る
に
て
、
祓
の
趣
と
同
じ
、
さ
て
そ
れ
を
、
す
せ
り
び
め
の
命

の
、
さ
す
ら
ひ
う
し
な
ひ
て
、
功
を
た
て
し
め
給
へ
る
」（
同
前
）
と
、
罪
穢
が

失
わ
れ
た
後
に
福
や
功
へ
の
展
開
が
あ
る
と
述
べ
る
。

（
18
）	『
古
事
記
』
引
用
は
、
宣
長
が
見
て
い
た
こ
と
が
明
確
に
わ
か
る
た
め
、『
古
事
記

伝
』
を
引
用
す
る
。

（
19
）	

こ
の
点
に
つ
い
て
は
神
野
志
氏
の
言
及
が
あ
る
。
氏
は
、「
邪
神
」「
悪
神
」、「
荒

振
神
」
を
「
混
乱
・
無
秩
序
」
で
あ
る
と
し
、「
天
孫
降
臨
以
前
に
ま
で
、
須
佐

之
男
命
の
穢
れ
の
な
ご
り
は
及
ん
で
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
須
佐
之
男
命
を
め

ぐ
っ
て
、
黄
泉
の
穢
れ
を
源
と
し
て
マ
ガ
ゴ
ト
─
ヨ
ゴ
ト
の
展
開
を
見
渡
す
ス
パ

ン
は
、
こ
の
よ
う
に
ひ
ろ
い
の
で
す
。」（
前
掲 

一
二
二
頁
）
と
述
べ
、「
吉
善
事

凶
悪
つ
ぎ
〳
〵
に
移
り
も
て
ゆ
く
理
」
で
読
み
解
い
て
い
る
。

（
20
）	

宣
長
は
『
後
釈
』
に
お
い
て
、「
都
美
と
い
ふ
は
、
悪
行
の
み
に
は
あ
ら
ず
、
穢

も
災
も
都
美
な
る
こ
と
を
さ
と
る
と
き
は
、
い
さ
ゝ
か
も
疑
な
く
、
皆
よ
く
き
こ

え
た
る
こ
と
な
る
を
や
」（
七 

一
二
五
）
と
述
べ
、
国
に
起
こ
る
災
も
穢
に
よ
っ

て
発
生
す
る
た
め
、
祓
の
対
象
と
す
る
。

（
21
）	

宣
長
は
、『
古
事
記
伝
』
十
之
巻
で
八
十
神
の
迫
害
を
逃
れ
て
、
根
之
堅
州
国
に

坐
す
須
佐
之
男
命
を
訪
れ
た
大
穴
牟
遅
神
が
何
故
迫
害
に
遭
う
の
か
、
そ
の
所
以

を
次
の
よ
う
に
説
く
。「
さ
て
大
穴
牟
遅
神
の
、
種
種
八
十
神
の
難
に
逢
給
ふ
は
、

遠
祖
須
佐
之
男
命
に
帰
れ
る
、
黄
泉
の
汚
穢
の
、
既
に
尽
訖
ぬ
る
上
に
も
、
な
ご

り
の
猶
有
な
り
」（
九 

四
四
五
）
と
。
す
な
わ
ち
、
宣
長
に
お
い
て
、
根
之
堅
州

国
（
宣
長
は
黄
泉
国
と
理
解
す
る
。）
に
坐
す
須
佐
之
男
命
は
霊
剣
献
上
以
降
、

一
貫
し
て「
黄
泉
の
汚
穢
」が
尽
き
果
て
て
い
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
と
い
え
る
。

従
っ
て
、
迫
害
の
所
以
を
「
黄
泉
の
汚
穢
」
に
求
め
つ
つ
も
、
須
佐
之
男
命
自
身

に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
な
ご
り
」
に
由
来
す
る
も
の
と
説
い

た
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
天
孫
降
臨
以
前
の
葦
原
中
国
の
状
態
に
つ
い
て
も
反
映

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
黄
泉
の
穢
に
関
し
て
は
、
須
佐
之
男
命
の
娘
の
須

勢
理
毘
売
を
「
大
祓
詞
」
に
お
け
る
祓
戸
四
神
の
一
柱
で
あ
る
速
佐
須
良
比
咩
と

同
体
と
す
る
と
い
っ
た
、
宣
長
の
理
解
を
具
に
追
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
22
）	

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
岡
和
彦
「
本
居
宣
長
の
「
神
の
道
」
論
─
「
君
は
古
へ

の
道
の
全
体
也
」
─
」（『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
第
三
十
五
号 

平
成

十
四
年
六
月
）、
入
倉
滉
太
「
本
居
宣
長
に
お
け
る
「
神
の
道
」
と
延
喜
式
祝
詞

註
釈
─
神
・
天
皇
・
人
と
「
安
国
」
─
」（『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
第

五
十
九
号 

令
和
四
年
十
一
月
）
を
参
照
。
尚
、
入
倉
論
文
は
、
同
論
文
注

二
十
四
で
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
岡
和
彦
『
建
国
の
使
命
─
「
大
祓
詞
」

の
神
学
─
』（
伊
勢
神
宮
崇
敬
会 

平
成
二
十
九
年
）
が
指
摘
し
た
大
祓
詞
に
お
け

る
「
安
国
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
、『
出
雲
国
造
神
寿
後
釈
』
と
『
大
祓
詞
後
釈
』

と
を
検
討
し
、「
宣
長
が
、
真
淵
が
見
過
ご
し
た
「
安
国
」
や
、
大
祓
詞
の
原
型

と
し
て
の
「
皇
祖
神
の
御
詔
」
と
解
す
「
天
津
宮
（
宣
）
事
」
と
い
っ
た
語
に
、

天
皇
を
主
体
と
す
る
意
味
合
い
を
読
み
取
ろ
う
と
」（
六
二
頁
）
し
て
い
た
こ
と

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

（
23
）	

た
だ
し
、
東
氏
は
、「
心
の
祓
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
習

俗
と
し
て
の
「
祓
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
心
は
個
々
人
の
内
面
的
な
心

と
い
う
よ
り
社
会
的
意
識
に
ま
で
一
般
化
さ
れ
た
次
元
の
心
で
あ
り
、「
祓
」
の

原
義
＝
「
身
の
汚
垢
を
清
む
る
わ
ざ
」
か
ら
拡
大
さ
れ
た
い
わ
ば
譬
喩
的
表
現
に

過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。」（
前
掲 

一
九
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
神

事
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
宣
長
の
祓
思
想
を
検
討
し
て
き
た
が
、こ
う
し
た「
譬

喩
的
表
現
」
と
し
て
の
宣
長
の
祓
に
ま
つ
わ
る
言
説
も
検
討
を
要
す
る
事
柄
で
あ

る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。


